
住宅型有料老人ホーム　そらの苑　重要事項説明書

アイケアサービス仙台株式会社

そらの苑

重要事項説明書

住宅型有料老人ホーム



なし あり

主な実施事業 ※別添１（別に実施する介護サービス一覧表）

２．施設概要
施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

施設の名称
そらのその

そらの苑

事業主体の代表者
氏名及び職名

氏名 板　宮　照　子
職名 代　表　取　締　役

事業主体の
設立年月日

2004年8月20日

事業主体の連絡先

電話番号 ０２２－７８１－１６８７
FAX番号 ０２２－７８１－１６７８

ホームページ
アドレス

　なし
　あり

事業主体の名称
法人の種類 営利法人（株式会社）

名称 アイケアサービス仙台株式会社

事業主体の主たる
事務所の所在地

〒984-0838
宮城県仙台市若林区上飯田2丁目25番地13号

記 入 者 名 舘内　聡 所 属 ・ 職 名 相談員

１．事業主体概要

事業主体の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他連絡先

　
記 入 年 月 日 令和　７年　４月　１日



敷地面積
所有関係

土地
２３６．１６㎡

事業者自ら所有する土地 事業者が賃貸する土地

建物

延床面積
全体の㎡数 ３９６．１９㎡

３．建物等の概要
施設、設備の状況

居住の区分 相部屋有り 個室1４室・相部屋４室（２人部屋２室・３人部屋２室）
介護保険事業者番号 無し

施設までの主な利用交通手段
①仙台市営バス、「沖野4丁目南」停留所下車、徒歩５分（約４００ｍ）
②仙台駅より、自動車で２０～２５分（駐車場有）

施設の類型及び表示事項
類型 類型の説明

住宅型
生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、介護サービスを利用しながら
当該施設での生活を継続することが可能です。

入居時の要件
入居時自立・　　　　　要

支援・要介護
自立であるかたも、要支援認定。要介護認定を受けている
方も入居できます。

介護保険 在宅サービス利用可
介護が必要となった場合、介護保険の在宅サービスを利用
するホームです。

表　示　事　項 表示事項の説明

居住の権利形態 利用権方式
居住部分と介護や生活支援等のサービス部分の契約が一
体となっているものです。

利用料の支払い方法 月払い方式
前払い金を受領せず、家賃相当額等を月払いする方式で
す。

施設の管理者の　　　　氏
名及び職名

氏名 板　宮　照　子
職名 施　設　長

施設の開設年月日 2008年3月3日

宮城県仙台市若林区上飯田2丁目12番地43号

施設の連絡先

電話番号 ０２２－２８９－４２６６
FAX番号 ０２２－７８１－１６７８

ホームページ
アドレス

　なし
　あり

施設の名称
そらのその

そらの苑

施設の所在地
〒984-0838



耐火構造
構造
所有関係

室数 人数

あり なし 12 1

Bタイプ あり なし 2 1

Cタイプ あり なし 2 2
あり なし 2 3

なし あり

なし あり

入居者が可能な限り、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮する。
サービスの提供内容に関する特色等

通所介護の併設により、質の高い安心した介護サービス体制を整えています。また、生活保護世帯、低所得
者世帯、身元引受人がいない方でも対応しております。

テレビ回線の設置状況 なし 一部あり 各居室内にあり

４．サービスの内容
施設の運営に関する方針

緊急通報装置の設置状況 なし 一部あり 各居室内にあり
外線電話回線の設置状況 なし 一部あり 各居室内にあり

その他、共用施設の設備状況
（その内容）　洗面所　　　各階に１ヶ所

バリアフリーの対応状況
①廊下に手摺設置　②エレベーター（車椅子対応可）　③トイレスロープ

消防用設備等

消火器 あり なし
自動火災報知設備 あり

防火管理者設置 あり なし
防災計画 あり なし

なし
火災通報設備 あり なし
スプリンクラー あり なし

浴室の設備状況 浴室の設備はありません

食堂の設備状況 ２階食堂８席　　　　　　　　　３階食堂３席
入居者等が調理を行う設備状況

個室便所の設置数 0
個室における便所の設置割合 0
うち車椅子等の対応が可能な数 0

共用便所の設置数 2
うち男女別の対応が可能な数 0
うち車椅子等の対応が可能な数 2

介護居室
相部屋・一
時介護居

室

あり なし

居室の状況

７，４５～８，６９㎡
７，４５㎡・・４部屋　　８，２８㎡・・４部屋　　８，６９㎡・・４部屋

４，９７㎡
一般居室　　　　　相部屋

６，６２㎡

Dタイプ
４，１４～５，３８㎡

４，１４㎡・・１部屋　　５，３８㎡・・１部屋

建築基準法第２条９号の２に規定する耐火建築物
鉄骨３階建て

事業者自ら所有する土地 事業者が賃貸する土地
区分 居室の床面積

一般居室　　　　　　　個室

Aタイプ

建物

延床面積
うち老人ﾎｰﾑ部分 ２５７．７４㎡



委託 無し
委託 無し
委託 無し
委託 無し
委託 無し
委託 無し
委託 無し
委託 無し
委託 無し

名称
住所
診療科目
協力科目

名称
住所
協力内容

なし あり

虐待防止

身体的拘束

①虐待防止に関する責任者は、相談員の【舘内聡】です。
②従業者に対し、虐待防止研修を実施している。
③入居者及び家族等に苦情解決体制を整備している。
④職員会議で、定期的に虐待防止の為の啓発・周知等を行っている。
⑤職員から虐待を受けたと思われる入居者を発見した場合は、速やかに市町村に
通報する。

①身体拘束は原則禁止としており、三原則（切迫性・非代替性・一時性）に照らし、緊
急やむを得ず身体拘束を行う場合、入居者の身体状況に応じて、その方法、期間
（最長で１カ月）を定め、それらを含む入居者の状況、行う理由を記録する。また家族
等への説明を行い、同意書をいただく。（継続して行う場合は概ね１カ月毎行う）
②経過観察及び記録をする。
③２週間に１回以上、ケース検討会議等を開催し、入居者の状態、身体拘束の廃止
及び改善取り組み等について検討する。
④３ヵ月に１回以上、身体拘束廃止委員を開催し、施設全体で身体拘束等の廃止に
取り組む。

医療連携の内容

医療支援 ・救急車の手配　・通院の付添　・入退院の付添　・入院中の洗濯買物

内科・外科

協力内容
①入所者の病状の急変時等において相談対応を行う体制を常時確保。　　　　②診療
の求めがあった場合等において診療を行う体制を常時確保。

協力医療機関

医療法人　東北国際医療会　ゆりあげクリニック　
名取市美田園７－１７－３
内科・外科

協力歯科機関
仙台デンタルクリニック

判断基準・手続きについて

（その内容）体調・病状の変化。利用者間のトラブル等。
本人・家族と相談の上、手続きは不要

仙台市青葉区二日町７－２８
定期的な訪問歯科診療。日時は定めなし。

要介護時に介護を行う場所
なし

入居後に居室を住み替える場合
＊当施設では一時介護室・介護居室はありません。
その他

要介護時における居住の住み替えに関する事項

健康管理の供与 自ら実施
安否確認 自ら実施
生活相談サービス 自ら実施

洗濯の供与 自ら実施
掃除の供与 自ら実施
家事の供与 自ら実施

排泄の介護 心身状態に応じて対応可能な場合のみ
食事の介助 心身状態に応じて対応可能な場合のみ
食事の提供 心身状態に応じて対応可能な場合のみ

サービス方針
入浴の介護 入浴の設備無し



なし あり

なし あり
なし あり

なし あり

なし あり
なし あり
なし あり

留意事項

専従 非専従 専従 非専従
1 1
1 5 3

1 ０，２

合計
常勤換算

人数

施設長兼介護職員
介護職員

生活相談員兼介護職員

1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 40時間

入居定員 ２４名（２階１２名・３階１２名）

５．従業員に関する事項
職種別の従業者の人数及びその勤務形態

有料老人ホームの人数及びその勤務形態

実人数
常勤 非常勤

＊常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務す
べき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。

解約予告期間 １ヵ月
入居者からの解約予告期間 １ヵ月

体験入居の内容
１泊２日　　５，０００円（食事・光熱費・管理費・税込み）
＊最長連泊３日間

契約解除の内容
事業主体から解約を求める場合

解約条項

①入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき。
②月払いの利用料等の支払いを正当な理由なく、しばしば遅滞するとき。
③入居契約書第２０規定に違反したとき。

④入居者の行動が、他の入居者又は職員の生命に危害を及ぼし、又はその危害の
切迫したおそれがあり、かつ施設における通常の接遇方法等ではこれを防止するこ
とができないとき。

⑤事業者の承認を得ないで契約当事者以外の第三者を同居させたとき。

⑥建物、付属設備及び敷地を故意又は重大な過失により汚損、破損又は滅失させ
たとき。

⑦その他、入居契約書、管理規定を尊守しないとき。

自立しているもの対象
要支援のものを対象
要介護のものを対象

原則として４５歳以上

従前の居室からの面積の増減の有無
従前の居室からの仕様の変更

便所・浴室・洗面所の変更の有無 未設置
その他の変更の有無
（その内容）

施設の入居に関する要件

（その内容）体調・病状の変化。利用者間のトラブル等。
本人・家族と相談の上、手続きは不要

追加的費用の有無
居室利用権の取り扱い

（その内容）旧居室の利用権をそのまま新居室へ移動。



専従 非専従 専従 非専従

2 1

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

１年未満 0 0 0 0 0 0

１年以上

３年未満

３年以上

５年未満

５年以上

10年未満

10年以上 0 0 2 0 0 1

なし あり
名称
金額

月払い方式

敷金 ４８，０００円～９０，０００円（家賃の３か月分）
その他入居時までに支払う費用

その他入居時費用
５０，９２６円

使途
 事前調査・書類作成・連絡調整の為の人件費、紙代・コピー代、リネン（布団等）代→（解約時の
返還制度はありません）

支払方法
敷金と申込金を合わせた金額を原則として入居日までに全額支払うこと。不可能な場合は、入居
月から１月に１回以上、合計３回払いまでとします。

６．利用料金

利用料の支払い方法
月払い方式（当施設は、一時金方式は無い為、

一時金方式の内容は省略します）

0 2 0 0

0 0 0 1 0 0

0 2 0 0

0 0

従業員の健康診断の実施状況 １　　あり　　　　２　　なし

職員の状況
看護職員 介護職員 生活相談員

機能訓練指導
員、計画作成
担当者の採

用・退職者はい
ない。

前年度1年間の
採用者数

0 0 0 0 0 0

前年度1年間の
退職者数

0 0 0 0 0 0

業
務
に
従
事
し
た

経
験
年
数
に
応
じ
た

職
員
の
人
数

0 0

管理者の他の職務との兼務の有無

管理者が有している当
該業務に係る資格

なし あり
資格の名称

訪問介護員２級

介護職員 1 1

看護職員 0 0

従業者である介護職員が有している資格

延べ人数
常勤 非常勤

社会福祉士
介護福祉士

介護職員基礎研修
訪問介護員１級
訪問介護員２級

夜勤を行う介護・看護職員の人数

人数
夜勤帯平均人数

（１７：３０～８：３０）
最少時人数

（休憩者等を除く）

＊常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務す
べき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。



介護費用 食費 光熱水費 管理費

管理費

算定根拠

①各種手続代行（３０分あたり、１，０００円）
②買い物代行（３０分あたり、１，０００円）
③通院付き添い・介助（３０分あたり、１，０００円）
④救急車対応（３０分あたり、１，０００円）→付添者が会社に到着するまで。
⑤食事用エプロン・歯ブラシ・防水シーツ（購入金額をご請求します）

⑥感染症等により、通常使用するよりも多く使用するガーゼやテープなどの医療用
品・物品。（購入金額をそのままご請求します）

⑦オムツ代　　　　　　　　　　　　　　　　　・パット（１枚あたり３８円）
・フラット（１枚あたり６６円）　　　　　　　・夜用パット（1枚あたり１１０円）
・リハビリパンツ（１枚あたり１６５円）　・テープパンツ（１枚あたり１６５円）

人員配置が手厚い場合の介護サービス なし あり
利用者の個別的な選択による生活支援サービス利用料

個別的な選択による生活支援サービス なし あり

保全措置の実施状況 なし あり
契約時に必要な経費の為、返還致しません。
よって保全措置もありません。

介護保険サービスの自己負担額 介護保険サービスはありません。

算定根拠

家賃
相当額

居室及び共用施設の家賃相当額です。

介護費用 介護保険の居宅サービス等をご利用してください。

食費
1日３食及び茶菓子のご提供に要する費用として頂戴しております。

（食べる食べないに関係なく固定の料金を頂きます）

光熱水費
電気・水道・ガス・井戸水の下水料金となっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊

１１月～３月は暖房費がかかる為７，４５５円別途頂戴いたします。

管理人件費・共用部光熱費・事務管理費等。

23,426

居室
Dタイプ ７４，４９１円 16,000 0 31,500 3,565 23,426

居室
Cタイプ ８０，４９１円 22,000 0 31,500 3,565

23,426

居室
Bタイプ ８４，４９１円 26,000 0 31,500 3,565 23,426

居室
Aタイプ ８８，４９１円 30,000 0 31,500 3,565

料金プラン
月額 内訳
計 家賃相当額

③契約解除時における利用料金
（月払い）の取り扱い

*通常は退去された月の費用は通常どうりとなります。（日割り計算には
なりません）。但し、事情により日割り計算になる場合もあります。

(例）月額料金８８，４９１円、１１月１５日に退去した場合の支払い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・１１
月分→８８，４９１円

②入院等の不在時における利用料
金（月払い）の取り扱い

入院した当月は、通常通りの費用がかかります。入院翌月からは家賃
分＋管理費のみの計算になります。

(例）月額料金８８，４９１円、１１月１５日に入院した場合の支払い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・１１
月分→８８，４９１円
・１２月分→３０，０００円（家賃）＋２３，４２６円（管理費）＝５３，４２６円

①月途中入居における利用料金
（月払い）の取り扱い

日割り計算になります。

月単位で支払う利用料
年齢や要介護に応じた金額設定 なし あり

(例）月額料金８８，４９１円、１１月１６日に入居した場合の支払い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・１１
月分→８８，４９１円÷３０日×１５日＝４４，２４５円



男性 女性

入居者数 2 2 14 4 1 1

平日
土曜
日曜祝日

定休日等

平日

対応している時間
８：３０～１７：３０
８：３０～１７：３０

日曜祝日
上記以外の利用者からの苦情に対する主な窓口等

対応している時間
①１０：００～１７：００
②　８：３０～１７：００

８．苦情事故等に関する体制
利用者からの苦情に対応する窓口等の状況

事業主体や施設に設置している利用者からの苦情に対応する窓口
窓口の名称 住宅型有料老人ホーム　そらの苑
電話番号 ０２２－２８９－４２６６（０８０－５２２８－１６８７）

窓口の名称
①社団法人全国有料老人ホーム協会
②仙台市介護事業支援課施設指導係

電話番号
①０３－３２７２－３７８１
②０２２－２１４－８３１８

入居者の入居期間

入居期間 ～6ヶ月
6ヶ月～
～1年

1年～
～5年

5年～
～10年

10年～
～15年

15年～

医療機関 １人
死亡者 ３人
その他 ０人

生前解約
の状況

施設側の申し出
０人

解約事由・・・

入居者側の申し出
２人

解約事由・・・長期入院療養、特養に転居

料金改定の手続
１．月額施設利用料および有料サービスの単価については、消費者物価指数及び人件費などを勘案し、事
業の安定的継続の視点から、改定する場合があります。

７．入居者の状況【冒頭に記した記入日現在】
入居者の状況

入居者の人数
70歳未満
70歳以上80歳未満

介護度別
自立・要支援
要介護１

入居者の平均年齢 ８２，５
入居者の男女別人数 10 14

要介護２ 要介護５ １０人２人

入居率（一時的に不在になっているものを含む。） 100%
前年度有料老人ホームを退去したものの人数

退去先

算定根拠

⑦オムツ代　　　　　　　　　　　　　　　　　・パット（１枚あたり３８円）
・フラット（１枚あたり６６円）　　　　　　　・夜用パット（1枚あたり１１０円）
・リハビリパンツ（１枚あたり１６５円）　・テープパンツ（１枚あたり１６５円）

⑧退去時、衣類やリネン等を処分する場合、５，９０８頂戴します。

＊なお、③④につきましては別途、往復の交通費の実費分も頂戴します。

自宅等 ０人
社会福祉施設

80歳以上90歳未満
90歳以上

年齢別
０人
８人

８人
８人

要介護３
要介護４

３人
５人

０人
４人

１人



定休日等 土日祝日

なし あり

なし あり

１０．その他

あり なし
あり なし
あり なし
あり なし
あり なし
あり なし
あり なし

あり なし
あり なし
あり なし
あり なし定期的な訓練の実施

高齢者虐待防止のため
の取り組みの状況

緊急やむを得ない場合に行う身体的拘束その他の入居者
の行動を制限する行為（身体的高速等）を行うこと

身体的拘束等を行う場合の態様及び時間、入居者の状況
並びに緊急やむを得ない場合の理由の記録

身体的拘束の適正化等
の取り組みの状況

あり

虐待防止対策検討委員会の定期的な開催
指針の整備
定期的な研修の実施
担当者の配備
身体的拘束等適正化検討委員会の開催
指針の整備
定期的な研修の実施

９．入居希望者への事前の情報開示
入居契約書の雛形 入居希望者に　　公開　　・　　交付　　　・　　　未公開
管理規定 入居希望者に　　公開　　・　　交付　　　・　　　未公開
事業収支計画書 入居希望者に　　公開　　・　　交付　　　・　　　未公開
財務諸表の要旨 入居希望者に　　公開　　・　　交付　　　・　　　未公開
財務諸表の原本 入居希望者に　　公開　　・　　交付　　　・　　　未公開

　感染症に関する業務継続計画
災害に関する業務継続計画
定期的な研修の実施

運営懇談会
（開催頻度　年　１回）
構成員→入居者、家族、施設長、相談員）

なし

あり なし

あり なし

業務継続計画（BCP）
の策定状況

利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見を把握する取り組みの状況

なし あり
実施した年月日 運営懇談会開催時
当該結果の開示状況

第三者による評価の実施状況
なし あり 実施した年月日

当該結果の開示状況

損害賠償責任保険の加入状況

なし あり ニッセイ同和損害保険

その他介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関すること

なし あり

サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応



あり なし
あり なし
あり なし

添付書類：別紙１「事業者が運営する介護サービス事業一覧表」

氏名 添付書類：別紙２「介護サービス等の一覧表」

代筆 説明年月日　令和　　年　　月　　　日

 住宅型有料老人ホーム
続柄 事　業　者　　　　　　そらの苑　　　　　　㊞

説明者署名　　舘内　聡　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

有料老人ホーム設置運営指導指針の不適合事項

③次の共同利用の設備を設けること→浴室、  健康管理室、 機能訓練室 、汚物処理室、 健康・
生きがい施設等

有料老人ホーム設置時の老人福祉法第２９条第１項に規定する届出

高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向
け住宅の登録

なしあり

仙台市有料老人ホーム設置運営指導指針「第６章　規模及び構造設備」に合致しない
事項

あり なし

合致しない事項がある場合の　内容

「第７章　既存建築物等の活用の場合等の特例」への適合性
１　　適合している （代替措置）  ２　　適合している （改善計画） ３　　適合していない

①すべての居室が個室であり、各居室の床面積が１３㎡以上であること。
②廊下幅を両手すり設置後の内法で片廊下1,8ｍ、中廊下2,7ｍを確保すること。

　住宅型有料老人ホームそらの苑に入居するにあたり、住宅型有料老人ホームそらの苑重要事項説明書を受
領し、担当者による説明を受け、これらの内容に関して、十分に理解した上で同意します。

なし 令和１年１１月１８日立ち入り検査
あり

提携ホームへの移行
定期的な業務継続計画の見直し

業務継続計画（BCP）
の策定状況



様式第９-１号
別添１　　　　　　　　　　　　　　　事業者が運営する介護サービス事業一覧表

あ　り な　し
あ　り な　し
あ　り な　し
あ　り な　し
あ　り な　し

あ　り な　し
あ　り な　し
あ　り な　し
あ　り な　し
あ　り な　し
あ　り な　し

あ　り な　し
あ　り な　し
あ　り な　し
あ　り な　し
あ　り な　し

あ　り な　し
あ　り な　し

あ　り な　し
あ　り な　し
あ　り な　し
あ　り な　し
あ　り な　し
あ　り な　し
あ　り な　し
あ　り な　し
あ　り な　し
あ　り な　し
あ　り な　し
あ　り な　し

あ　り な　し

あ　り な　し
あ　り な　し
あ　り な　し
あ　り な　し

介護療養型医療施設

定期巡回・随時訪問介護・看護

地域密着型特定施設入居者
生活介護

地域密着型介護老人福祉施
設入居者生活介護

通所介護

介護予防特定施設入居者生活介護

あ　り な　し

事業所名称 所在地
〈居宅サービス〉

特定施設入居者生活介護

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

介護予防小規模多機能型
居宅介護

介護予防認知症対応型共同
生活介護

〈介護保険施設〉

介護予防通所介護

あ　り な　し

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所リハビリテーション

〈地域密着型介護予防サービス〉

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護

介護予防福祉用具貸与

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防特定福祉用具販売

あ　り な　し
アイケア

デイサービスセンター
仙台市若林区上飯田

２－１２－４３

〈居宅介護予防サービス〉
居宅介護支援

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

あ　り な　し

認知症対応型通所介護

福祉用具貸与

特定福祉用具販売

夜間対応型訪問介護

介護サービスの種類

な　し

看護小規模多機能型居宅介護

介護予防訪問介護

介護予防訪問入浴介護

あ　り

〈地域密着型サービス〉



様式第９-２号

有り 無し

料金

食事介助 なし あり
排泄介助・オムツ交換 なし あり

特浴介助・入浴（一般浴）介助・清拭 なし あり
身辺介助（移動・着替え等） なし あり
機能訓練 なし あり
夜間の見回り なし あり ○
通院介助（協力医療機関） なし あり ○ 1000円/30分

通院介助（協力医療機関以外） なし あり ○ 1000円/30分

居室清掃 なし あり ○
リネン交換 なし あり ○
日常の洗濯 なし あり ○
居室配膳・下膳 なし あり ○
入居者の嗜好に応じた特別な食事 なし あり ○
おやつ なし あり ○
理美容サービス なし あり ○
買い物代行（通常の利用区域） なし あり ○ 1000円/30分

買い物代行（上記以外の区域） なし あり
役所手続き代行 なし あり ○ 1000円/30分

金銭管理 なし あり ○

定期健康診断 なし あり
健康相談・生活指導 なし あり ○
栄養指導 なし あり
服薬支援（服薬管理） なし あり ○ 　

生活リズムの記録 なし あり

移送サービス なし あり
入退院時の同行 なし あり ○ 1000円/30分

入院中の洗濯物交換・買い物 なし あり ○ 1000円/30分

入院中の見舞い訪問 なし あり

１～２カ月に１回、委託している訪問美容師による理美容（散髪のみで2,000円）

対応可能な場合のみ、基本的には家族対応

お粥・刻み食のみ対応可能（ミキサー等不可）

対応可能な場合のみ、基本的には家族対応

原則的に行わない（マモリーブ、財産サポート支援センターを推奨）

特定施設入居者生活介護（地域密着型・介護予防を含む）の指定の有無
別途利用料を徴収した上で実施するサービス

月額利用
料に含ま

れる

その都度
徴収

（利用者が全額負担）

オムツ代 なし あり

生活サービス

リネンは実費負担

行える範囲内で

健康管理サービス
施設の協力医療機関（ゆりあげクリニック）で必要時実施。

行える範囲内で

入退院時・入院中のサービス
原則的に行わない

対応可能な場合のみ、基本的には家族対応

対応可能な場合のみ、基本的には家族対応

原則的に行わない

別紙２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　介護サービス等の一覧表

介護サービス
＊心身状態に応じて対応可能な場合のみ

＊心身状態に応じて対応可能な場合のみ

入浴設備無し

＊心身状態に応じて対応可能な場合のみ

介護保険制度の在宅サービス等を利用

月額利用料に含まれるサービス

○ 備考参照

対応可能な場合のみ、基本的には家族対応

対応可能な場合のみ、基本的には家族対応

1枚あたり・パット38円/フラット66円/夜用ﾊﾟｯﾄ110円
リハビリパンツ165円/テープパンツ165円

備考



介護事業支援課施設指導係　様

住宅型有料老人ホーム　そらの苑
施設相談員　舘内

令和元年11月18日

本人の部屋に本人
専用で敷くため、デ
イとの共用はない

有料老人ホームの
みの契約書、重要事
項説明書、管理規
定、別表などの紙・
印刷代の為、デイと
の共用はない

基本的に事前調査
は、デイサービスの
事前調査とは別の
職員が行く為、デイ
との共用はない

有料老人ホームの
入居時に要するアセ
スメントシートや契約
書等の作成人件費
の為、デイとの共用
はない

入居や事前調査の
日程・事前に準備す
るものの連絡調整の
為の人件費の為、デ
イとの共用はない

デイサービスとの関係

本日の実地指導でご指摘された、入居時の費用の内訳及び、併設しているデイサービスセン
ターと共用している部分がないかの説明を下記に記載していますので、宜しくお願い致します。

布団代（夏冬） 紙代・印刷代 事前調査人件費、交通費含む 契約書等書類作成人件費 病院等連絡調整人件費

入居時費用の内訳
50,296円

38,796円 500円 10,000円 500円 500円



住宅型有料老人ホーム　そらの苑
施設相談員　舘内


